
議案第１９号 

甲賀市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 

上記の議案を提出する。 

令和４年２月１７日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴  



   甲賀市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

 甲賀市福祉医療費助成条例（平成１６年甲賀市条例第９０号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条第２項中「、小中学生」を削り、同項中第１号を削り、第２号を第１号と

し、第３号を第２号とする。 

 第７条第１項中「第３条第２項第２号」を「第３条第２項第１号」に改め、同条

第２項中「第３条第２項第３号」を「第３条第２項第２号」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正

後の甲賀市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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議案第１９号参考資料 

甲賀市福祉医療費助成条例新旧対照表 

改正案 現行 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず          、ひとり暮らし高齢寡婦及び第

２条第３号オに規定する者（以下「障害３級該当者」という。）に係

る医療費の助成は、次に掲げるところによるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、小中学生、ひとり暮らし高齢寡婦及び第

２条第３号オに規定する者（以下「障害３級該当者」という。）に係

る医療費の助成は、次に掲げるところによるものとする。 

 （１） 小中学生に係る医療費のうち、入院に係る医療に要する費用

の額及び１２歳に達する日以後最初の３月３１日を経過していない

者の通院に係る医療に要する費用の額については、前項の規定によ

り算出した額を福祉医療費として助成し、１２歳に達する日以後最

初の３月３１日を経過している者の通院に係る医療に要する費用の

額については、助成対象者の属する世帯の世帯主及び世帯員のいず

れもが、前年の所得（１月から７月までの間に受けた医療に係る福

祉医療費については前々年の所得）に係る地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）の規定による市町村民税を課せられていない場合又

は市町村民税の均等割のみが課せられている場合に、前項の規定に

より算出した額を福祉医療費として助成する。 

（１） （略） （２） （略） 

（２） （略） （３） （略） 
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３～５ （略） ３～５ （略） 

（自己負担金等の支払） （自己負担金等の支払） 

第７条 前条第１項に規定する方法により福祉医療費の助成を受ける第

３条第２項第１号に規定するひとり暮らし高齢寡婦については、一部

負担金相当額等を保険医療機関等に支払うものとする。 

第７条 前条第１項に規定する方法により福祉医療費の助成を受ける第

３条第２項第２号に規定するひとり暮らし高齢寡婦については、一部

負担金相当額等を保険医療機関等に支払うものとする。 

２ 前条第１項に規定する方法により福祉医療費の助成を受ける第３条

第２項第２号に規定する障害３級該当者については、自己負担金を保

険医療機関等に支払うものとする。 

２ 前条第１項に規定する方法により福祉医療費の助成を受ける第３条

第２項第３号に規定する障害３級該当者については、自己負担金を保

険医療機関等に支払うものとする。 

   付 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成につい

ては、改正後の甲賀市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

 

 


